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別紙 新旧対照表 

新 旧 

構造改革特別区域計画 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼ 
す経済的社会的効果 

(3)普及活動の活性化及び普及指導員の資質向上 

民間から登用する普及指導員が他の普及指導員に対して研

修を実施したり、ともに職務を遂行するなかで、全く違った技術

や課題解決手法などを学習し、新たな視点に立った普及活動が

実現される。 

また、普及指導員全体の資質向上という効果も期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造改革特別区域計画 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼ 
す経済的社会的効果 

(3)普及活動の活性化及び普及指導員の資質向上 

民間から登用する２名の普及指導員が他の普及指導員に対

して研修を実施したり、ともに職務を遂行するなかで、全く違っ

た技術や課題解決手法などを学習し、新たな視点に立った普

及活動が実現される。 

また、普及指導員全体の資質向上という効果も期待される。 
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新 旧 

別紙 

４ 特定事業の内容  

    埼玉県内全域で農業の６次産業化を推進するに当たって、 

 国が行う普及指導員資格試験の合格者及びその他政令で定 

 める資格を有する者以外に、農業経営や農産物のマーケティ 

 ング等のスペシャリスト（中小企業診断士・管理栄養士等若干 

名）を普及指導員として知事が任用する。任用は構造改革特別

区域計画の認定の日以降の直近月１日（但し、認定の日が 

 １日の場合は当該日）からとする。 

    普及指導員として任用する職員は、県内８か所の農林振興セ

ンターの普及指導員とともに、６次産業化に取り組む農業者に直

接接して助言・技術的指導を行う。また、一般の普及指導員で

は対応が困難な事例について、相談農家への対応のみならず

普及指導員に対して対応方法を指導する。農業者や普及指導

員等を対象とした研修会の企画、実施（講師として）にも携わる。

    さらに、専門家としてのネットワークを活用して、農業者、消 

 費者、加工製造サービス業者、流通業者、大学や試験研究機 

  関等から意欲あるメンバーを集めて、６次産業化推進のための 

  ネットワーク化やマッチングを図る。 

 

 

別紙 

４ 特定事業の内容  

    埼玉県内全域で農業の６次産業化を推進するに当たって、 

  国が行う普及指導員資格試験の合格者及びその他政令で定 

 める資格を有する者以外に、農業経営や農産物のマーケティ 

 ング等のスペシャリスト（中小企業診断士と管理栄養士各１名） 

 を普及指導員として知事が任用する。任用期間は構造改革特 

 別区域計画の認定の日以降の直近月１日（但し、認定の日が 

 １日の場合は当該日）から平成２６年３月３１日までとする。 

    普及指導員として新たに任用する２名の職員は、県内８か所 

 の農林振興センターの普及指導員とともに、６次産業化に取り 

 組む農業者に直接接して助言・技術的指導を行う。また、一般 

 の普及指導員では対応が困難な事例について、相談農家へ 

 の対応のみならず普及指導員に対して対応方法を指導する。 

 農業者や普及指導員等を対象とした研修会の企画、実施（講 

 師として）にも携わる。 

    さらに、専門家としてのネットワークを活用して、農業者、消 

 費者、加工製造サービス業者、流通業者、大学や試験研究機 

  関等から意欲あるメンバーを集めて、６次産業化推進のための 

  ネットワーク化やマッチングを図る。 

 

 



- 3 -

 

新 旧 

５ 当該規制の特例措置の内容  

   （中略） 

そこで、中小企業診断士の資格を有し、企業の経営指導等中

小企業診断士として２年以上の実務経験がある者と、管理栄養士

の資格を有し、企業で食品の商品開発等管理栄養士として２年

以上の実務経験がある者等を、普及指導員として任用し、これら

の者が中心となって県内農業の６次産業化を推進していく。 

（以下、略） 

 

 

 

５ 当該規制の特例措置の内容別紙 

   （中略） 

そこで、中小企業診断士の資格を有し、企業の経営指導等中

小企業診断士として２年以上の実務経験がある者と、管理栄養

士の資格を有し、企業で食品の商品開発等管理栄養士として２

年以上の実務経験がある者を、各１名ずつ普及指導員として任

用し、これらの者が中心となって県内農業の６次産業化を推進し

ていく。 

   （以下、略） 
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新 旧 

添付書類 

（添付２） 

  １ 工程表（構造改革特別区域計画の工程表） 

    特定事業 

          （右削除） 

 

 

 

      関連事業 

         ６次産業化ネットワーク活動推進事業 

           

 

          ６次産業化のためのマトリックス型連携の推進（平成 

     ２５年度～平成２７年度） 

  

 

添付書類 

（添付２） 

   １ 工程表（構造改革特別区域計画の工程表） 

    特定事業 

         平成２６年１月 

                  ２月 

                 ３月 事業終了 

  

      関連事業 

     ６次産業化ネットワーク活動推進事業（仮称） 

     （平成２５年度新規事業・予定） 

 

          ６次産業化のためのマトリックス型連携の推進（平成 

     ２５年度～） 
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新 旧 

  ２ 工程表説明資料（構造改革特別区域計画の工程表の 
内容を説明した資料） 

    (1)特定事業 

      農業関連事業普及指導員任用事業 

      （イ）事業の内容 

         埼玉県内全域で農業の６次産業化を推進するに当た 

       って、国が行う普及指導員資格試験の合格者及びその 

       他政令で定める資格を有する者以外に、農業経営や農 

       産物のマーケティング等のスペシャリスト（中小企業診断 

     士・管理栄養士等若干名）を普及指導員として知事が任 

用する。 

         任用は構造改革特別区域計画認定の日以降の 

       直近月１日（但し、認定の日が１日の場合は当該日）から 

       とする。 

     普及指導員として任用する職員は、県内８か所の農林 

振興センターの普及指導員とともに、６次産業化に取り組む

農業者に直接接して助言・技術的指導を行う。また、一般 

の普及指導員では対応が困難な事例について、相談農家

への対応のみならず普及指導員に対して対応方法を指導

する。農業者や普及指導員等を対象とした研修会の企画、

実施（講師として）にも携わる。 

    ２ 工程表説明資料（構造改革特別区域計画の工程表の 
    内容を説明した資料） 

    (1)特定事業 

      農業関連事業普及指導員任用事業 

    （イ）事業の内容 

         埼玉県内全域で農業の６次産業化を推進するに当た 

       って、国が行う普及指導員資格試験の合格者及びその 

       他政令で定める資格を有する者以外に、農業経営や農 

       産物のマーケティング等のスペシャリスト（中小企業診断 

       士と管理栄養士各１名）を普及指導員として知事が任用 

       する。 

         任用期間は構造改革特別区域計画認定の日以降の 

       直近月１日（但し、認定の日が１日の場合は当該日）から 

       平成２６年３月３１日までとする。 

         普及指導員として新たに任用する２名の職員は、県内 

       ８か所の農林振興センターの普及指導員とともに、６次産 

       業化に取り組む農業者に直接接して助言・技術的指導 

       を行う。また、一般の普及指導員では対応が困難な事例 

       について、相談農家への対応のみならず普及指導員に 

       対して対応方法を指導する。農業者や普及指導員等を 

       対象とした研修会の企画、実施（講師として）にも携わる。 
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新 旧 

     さらに、専門家としてのネットワークを活用して、農業 

       者、消費者、加工製造サービス業者、流通業者、大学や 

       試験研究機関等から意欲あるメンバーを集めて、６次産業

       化推進のためのネットワーク化やマッチングを図る。 

 

    (2)関連事業 

      ウ ６次産業化ネットワーク活動推進事業 

          （平成２５年度～平成２７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        さらに、専門家としてのネットワークを活用して、農業 

      者、消費者、加工製造サービス業者、流通業者、大学や 

      試験研究機関等から意欲あるメンバーを集めて、６次産業 

      化推進のためのネットワーク化やマッチングを図る。 

 

    (2)関連事業 

      ウ ６次産業化ネットワーク活動推進事業（仮称） 

          （平成２５年度新規事業・予定） 
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